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要旨･･･本研究は，三重県鳥羽市を事例として，小規模自治体における家庭と地域支援の接続構造

を明らかにすることを目的とする．制度的支援が十分に届きにくい地域では，地域住民や市民団体

による学習支援・居場所づくり・相談活動などが重要な役割を果たしている．本研究では，子育て

支援関係者を対象に半構造化インタビューを実施し，支援の接続と断絶の実態を検討した．その結

果，①子どもの「居場所」を創出する市民活動の意義，②行政制度と現場の乖離，③多文化家庭や

防災対応といった新たな課題，の三点が明らかになった．これらの知見は，小規模自治体における

子育て支援の持続性を高めるためには，制度整備と地域実践を架橋する仕組みの構築が不可欠であ

ることを示している． 
 
キーワード 教育的包摂；地域支援；家庭支援；小規模自治体；居場所づくり；制度と現場の接続 

 
 
１．はじめに 
人口減少と急速な高齢化が進行する地方都市にお

いて，子どもとその家庭をめぐる支援体制の再構築

は喫緊の課題である．特に離島や中山間地域を含む

小規模自治体では，教育・福祉資源の分布が偏在し，

行政による制度的支援だけでは十分に届かない家庭

が少なくない．こうした状況は，子どもの学習機会

や生活環境，さらには心理的安定にまで影響を及ぼ

し，都市部との格差を拡大させる要因となりうる． 

その一方で，地域住民や民間団体による取り組み

は，制度の隙間を埋める「地域支援」として機能し

てきた．地域サークルやボランティア活動は，子ど

もの居場所づくりや保護者の相談支援，防災教育な

ど，多様な機能を柔軟に果たしながら，家庭の困難

を間接的に支えている．こうした取り組みは，制度

的支援が限定的な小規模自治体において特に重要な

役割を担っており，支援が「どのようにつながるか

／つながらないか」を理解する上で不可欠な視点を

提供する． 

本研究は，三重県鳥羽市を事例に，家庭と地域支

援のつながりの実態に着目し，制度的支援と市民・

地域による実践がどのように関わり合っているのか

を探索的に明らかにすることを目的とする． 

 
２．先行研究と理論的枠組み 
 近年「包摂的教育（educational inclusion）」（１）

（Booth et al., 2000）という概念は，特別支援教育の

枠を超えて，すべての子どもが教育的機会を平等に

享受し，社会的に参加・成長できる環境をいかに構

築するかという包括的視点から定義される．この理

念は国際的にも重視されており，SDGs（２）でも「す

べての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供

し，生涯学習の機会を促進する」が掲げられており，

国内外の教育政策にも影響を与えている． 
 その中で，家庭の困難に起因する教育格差に対応

するための補完的支援（学習支援，食支援，居場所

支援，相談支援など）が注目されてきた．これらは

制度外・準制度的な支援であるが，学校や行政によ

る支援だけではカバーしきれない領域において，地

域社会が子どもと家庭を包摂する新たな支えとなっ

ている． 
 また，近年の研究では，支援が「制度として存在

するか」よりも「思いやりをもって適切に対応して

くれるという認識」（３）が支援の有効性を左右する

ことが指摘されている（竹橋 2024）．つまり，制度

的な支援があっても，それが実際に子どもや保護者

に「届く」ためには，学校教員，地域支援者，保護

者のあいだに信頼関係や協働体制が存在している必

要がある． 
 しかし，こうした議論の多くは都市部に焦点を当

てており，地方小規模自治体における支援の接続構

造についての知見は限定的である．特に，制度資源

が乏しい地域では，支援が「存在すること」と「届

くこと」の乖離が大きく，接続のプロセスそのもの

を丁寧に捉える必要がある． 
 ゆえに本研究は「支援が制度的に存在するか否

か」ではなく「実際に誰に，どのように，どこまで

届いているか」という「包摂のプロセス」に焦点を

当て，それを関係主体の語りから可視化することで，

地方小規模自治体における重層的・柔軟な支援体制
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の実現可能性とその課題を明らかにすることを試み

る． 
 
３．調査方法 
 本研究は，子どもと地域支援との接続の実態を把

握するために，質的調査を主たる手法として採用し

た．焦点を当てるのは，制度やサービスの存在その

ものではなく，それが「実際に誰に，どのように，

どこまで届いているか」という包摂のプロセスであ

り，それを多面的に捉えるために，調査地域で子育

て支援に従事する関係者に半構造化インタビューを

実施した． 
 
(1) 調査地域 
 調査地域である三重県鳥羽市は，離島や中山間地

域を含む地理的特性を有する小規模自治体であり，

支援資源が限定される中で，行政・学校・地域団体

の連携による包括的支援体制の形成が模索されてい

る．市内には，令和 6 年 5 月現在，小学校が 7 校
（児童数 584 人，1 校あたり平均約 83 人），中学校

が 5校（生徒数 329 人，1校あたり平均約 66 人）存

在し，児童生徒の規模も比較的小さい（４）． 
 また，地域においては，子どもの生活や学習を支

える民間団体による支援活動も展開されている．市

内に 8 か所のこども食堂が運営されており，子ども

や家庭への食支援・交流の場の提供を行っているほ

か，鳥羽市社会福祉協議会による学習支援事業など，

学習支援や居場所支援に取り組む複数の団体が存在

する．子ども食堂ネットワークなどの地域連携の枠

組みもあり，子どもの居場所づくりや多様な困難に

対応する支援が地域の中で実践されている． 
 
(2) 調査対象 
 本研究では，鳥羽市における支援環境の把握を目

的として，地域で活動する関係者 2 名にインタビュ

ー調査を実施した（協力者 A・B）．2 名の協力者は，

地域の子育てや市政に関連する活動に関与しており，

支援体制の現状や課題について多面的な知見を有し

ていた．いずれの協力者についても，研究の趣旨を

十分に説明し，理解し納得を得られた上での協力を

得た．また，発言内容から個人が特定される可能性

を最小化するため，記述にあたっては属性や活動内

容を必要最小限にとどめ，厳重に匿名化を行った． 
 
４．分析結果 
 二人のインタビュー調査から得られた語りをもと

に，鳥羽市における子育て支援の実態と課題を支援

の接続の観点から三つのテーマに整理して示す． 
 
(1) 子どもの「居場所」と地域コミュニティの役割 
 協力者 B が運営する市民団体の子育て支援実践で

は，単なる遊び場にとどまらず，保護者同士の交流

や相談の場，さらには防災教育を取り込んだ学びの

場として多層的に機能していた．参加する子どもは

幼児から小学生まで幅広く，母親や地域の住民も交

えて「誰でも来られる場」として位置づけられてい

る．こうした柔軟性は，行政が提供する支援センタ

ーや児童館には見られにくい特徴であり，とりわけ

年齢制限や利用条件の壁を越えた「開かれた居場

所」の役割を担っている． 
 一方で，協力者 A の語りは，基盤的な子育て支援

インフラが不十分であることを指摘している．延長

保育の未整備や児童館の欠如は，都市部では当然と

される基礎的な環境が整っていないことを意味し，

「ゼロではなくマイナスからのスタート」と評して

いる．これは，保護者が安心して就労や生活設計を

行う上で根本的に不利な条件を意味し，地域全体の

育児環境に大きな格差を生んでいる． 
 両者の語りを突き合わせると，制度の不備を市民

活動が代替している構図が浮かび上がる．市民団体

は「居場所」を創出し続けてきたが，それは制度の

代わりに機能するというよりも「制度の穴を埋める

応急的な補完」である．制度的支援が脆弱な中で，

活動が持続可能かどうかは担い手の熱意とボランタ

リーな労働に依存しており，地域の持続可能性とい

う観点からは限界をはらんでいる． 
 
(2) 制度と現場のギャップ 
 インタビューからは，制度と現場の乖離が子育て

支援の断絶を生み出している実態が明らかになった．

協力者 B の語りによれば，行政窓口は相談に対して

十分に応じられておらず，虐待や DV 被害に関する

相談も「遠くに引っ越しなさい」といった表層的な

対応にとどまる例が多いという．こうした対応は，

問題を個人の責任に押し戻し，制度的支援へと接続

するルートを断絶させてしまう．実際，行政に存在

する制度が市民に十分周知されず，結果的に協力者

B の市民団体が制度を代わりに紹介する場面すら見

られる．これは，制度が「存在しても活用されな

い」という典型的な制度疲労の現象である． 
 協力者 A の視点からもまた，制度の不十分さは強

調されていた．小学校の統廃合によって通学距離が

延びた地域では，基本的にスクールバスが運行され

ている．しかし，学区が広範であったり，通学班を

組めるほどの児童数がいない地域では，特に低学年

児童において保護者の付き添いや送迎が必要となり，

通学は日常的な負担となっている．こうした状況は

家庭によって対応可能性が異なるため，結果として

負担の格差を拡大させる要因となっている．さらに

高校進学に関しては，進学先によって通学費補助の

有無が異なるため，子どもの進路選択が経済的条件

によって制約される危険性がある．こうした構造は

「教育機会の平等」を著しく損なっており，個別の

家庭努力では解消し得ない． 
 両者の語りは共通して「制度的支援が届かない」

ことを問題視している．市民活動が個別ニーズに柔

軟に対応している一方で，それは制度の不在を代替

する苦肉の策に過ぎない．むしろ根本的には，行政

と地域活動をつなぐ仕組みを制度的に設計し，情報

共有や資源配分を円滑化することが必要である． 



社会情報学会中部支部・芸術科学会中部支部・情報文化学会中部支部 

合同研究発表論文 

 
(3) 多文化・防災への対応と新たな課題 
 協力者 A・B の両者の語りには，多文化家庭と防

災をめぐる課題が共通して登場した．協力者 B の市

民団体は，ネパールやベトナムなど外国人家庭の増

加を背景に，防災リーダー養成講座や日常的な相談

対応を通じて，外国人住民に適応した支援を試みて

いる．例えば津波注意報（５）の際に，自宅で不安で

泣いていた子どもを，地域の支援者が迎えに行き安

心させた事例は，制度ではカバーできないきめ細か

い支援の重要性を示している． 
 一方，協力者 A は外国人労働者が旅館業に従事し

特定地区に集中して居住している現状を指摘し，日

本語指導や多言語対応の整備が今後不可欠であると

述べている．外国人家庭の子どもが低年齢で移住す

れば言語獲得に大きな支障はないが，年長児であれ

ば教育上の困難が顕著となり，教育格差を拡大させ

るリスクがある． 
 防災についても，両者の視点は補完関係にある．

市民団体は，防災教育を遊びや日常活動に取り入れ

ることで，子どもや保護者が楽しみながら学べる仕

組みを構築している．単なる知識伝達ではなく，体

験を通じた「生活に根差した防災教育」の実践例で

ある．一方で，協力者 A が指摘する島嶼部の交通制

約や保育所の時間制限は，災害時に避難や就労継続

を困難にし，生活基盤そのものを脆弱化させる要因

となりえる． 
 ここからは，外国人家庭や島嶼部住民といった

「支援からこぼれ落ちやすい人々」に焦点を当てた

制度と実践の接続が求められることが明らかになる．

すなわち，多文化と防災という新たな課題は，制度

の硬直性と現場の柔軟性の双方をつなぐ試金石とな

っている． 
 
５．考察 
 以上の分析から，鳥羽市における子育て支援は，

①地域住民による柔軟な「居場所」づくり，②制度

と現場の接続の脆弱さ，③多文化・防災をめぐる新

たな課題，という三つの視点に整理できる．二人の

協力者の語りは，市民活動と行政制度という異なる

立場からの証言であったが，いずれも「制度と現場

のズレ」を核心的課題として共通に指摘していた．

こうした知見は，制度整備と市民実践の協働を前提

とした共創的な支援体制の必要性を示している．以

下では，ここで得られた三つの視点を手掛かりに，

理論的含意と政策的示唆を考察する． 
 
(1) 子どもの「居場所」と地域コミュニティの役割 
 協力者 B が運営する市民団体は，幼児から小学生，

母親らを受け入れる「誰でも来られる居場所」とし

て機能していた．この柔軟性は，制度による利用制

限や年齢区分を超え，地域住民を包摂する点に特徴

がある．「社会的包摂」（岩田 2008）では，制度的

排除に対して地域実践が果たす代替的役割が注目さ

れているが，本事例はその典型例である．ただし，

包摂の実現が担い手のボランタリー労働に依存して

いることは，持続可能性の観点から脆弱である．行

政による基盤整備が欠如している現状では，市民活

動は「応急処置的な包摂」にとどまり，制度的補完

なしには拡張できない．したがって，居場所づくり

を持続可能な仕組みに転換するには，制度による資

源配分や人材育成との接続が必要である． 
 
(2) 教育機会の平等と制度的格差 
 小中学校の統廃合や高校通学費補助の偏在に見ら

れるように，鳥羽市の教育環境は制度的に格差を内

包している．教育社会学においては，通学距離や家

庭の経済状況が学習機会に影響することは繰り返し

指摘されており（菊池 2020）（６），本事例もその一

端を示している．特に「通学手段の確保ができるか

どうか」が子どもの教育選択に直接的影響を与える

点は，教育機会の平等の観点から重大な問題である． 
 さらに，制度と現場の接続不全は，保護者の相談

が行政で解決されず，市民団体に押し戻される構図

として顕在化していた．この構図は「制度は存在す

るがアクセスされない」という形で機会不平等を再

生産している．教育機会の平等を実質的に保障する

ためには，制度そのものの設計改善に加え，制度を

住民につなぐ「媒介的専門職」（スクールソーシャ

ルワーカー，地域包括支援員等）の強化が必要であ

る． 
 
(3) 地域ガバナンスと多文化・防災対応 
 多文化家庭や島嶼部住民の課題は，行政制度の硬

直性では対応が困難である．外国人家庭への言語支

援や教育支援は，単に制度を拡充するだけではなく，

地域社会とのネットワークを活用した「協働的ガバ

ナンス」が不可欠である．Emerson et al. (2012)の協働
ガバナンス論（７）が示すように，行政と市民団体が

対等な関係で資源を共有し，相互に補完する仕組み

が必要とされる． 
 防災教育についても，市民活動が遊びや体験を通

じて子どもたちに浸透させようとする実践は，生活

に根ざした市民的ガバナンスの表れである．一方で，

行政は島嶼部の交通制約や保育所の時間制限といっ

た構造的脆弱性に直面しており，両者の視点は異な

る次元で同じ課題を扱っている．このことは，行政

による制度的支援と地域に根ざした市民実践を結び

つける仕組みの重要性を示している． 
 
(4) 実践的知見 
 以上の考察から導かれる示唆は以下の三点である． 
①制度的基盤の整備 
 居場所や児童館，延長保育といった基盤的支援を

制度として整えることが，地域住民のボランタリー

実践を支える前提条件となる． 
②媒介者の育成 
 制度と現場をつなぐ媒介者（スクールソーシャル

ワーカー等）を配置し，相談が断絶せずに制度利用

につながるルートを保証する必要がある（８）． 
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③協働的ガバナンスの構築 
 外国人家庭や防災対応といった新たな課題に対し

ては，行政と市民団体が対等に協働する仕組みが求

められる．他自治体の先進事例（例：明石市）を参

考にしつつ，小規模自治体ならではの柔軟性を活か

したモデルが期待される． 
 以上，本研究の分析は，鳥羽市の子育て支援を

「制度」と「現場実践」の二つの視点から捉え，両

者を接続することの重要性を示した．制度の脆弱さ

を市民活動が補完する現状は，包摂の契機であると

同時に持続可能性の危うさをはらんでいる．したが

って，今後は「制度整備×市民実践」を架橋する仕

組みを構築し，地域社会における子育て支援の包摂

性と持続性を高めることが求められる． 
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補 注 
1) 包摂的教育（inclusive education）は，すべての子ども

が排除されることなく学びに参加できる環境を保障す

る教育理念である．その特質は，①排除の縮小と機会

均等，②多様性に対応した学校文化や実践の再構築，

③差異の尊重と子どもの利益の最大化，④社会的包摂

の一側面としての教育の役割，に整理できる． 
2) SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開

発目標）は，2015 年に国連で採択された国際目標で

あり，2030 年までに達成すべき 17 の目標と 169 のタ

ーゲットから構成される．そのうち教育に関しては目

標 4 に掲げられている． 
3) 他者からの反応や支援を受けた際に「自分が思いやり

をもって理解され，支援的に対応されている」と感じ

る 度 合 い を 指 し 「 応 答 性 知 覚 （ Perceived 
Responsiveness」という． 

4) 鳥羽市は小規模自治体として典型的な位置にあり，中

学校規模や小学校数でみても三重県内で最も小さい側

に属する．例えば，県全体の児童数は令和 4 年度時点

で約 88,413人であり，全国平均の小学校 1 校あたり学

齢児童数が約 318人であるのに対し，鳥羽市の小学校

1 校あたりの児童数は約 83人と，その 4 分の 1以下に

とどまる．また，インターネット上で確認できる県内

の小学校数データでは，県内の小学校数では志摩市と

並び 7 校であり，学齢人口比（年少人口割合）も

11.0％で県平均の 13.5％を下回り，少子化や若年人口

流出の進行がうかがえる． 
5) 2025 年 7 月 30 日，ロシア・カムチャツカ半島沖の

M8.7 地震により，三重県沿岸に津波警報が発令され

た．鳥羽市を含む地域で住民の避難が行われたが，大

きな被害は報告されなかった． 
6) 小学校の配置には地域差が大きい．全国平均では

100km²あたり 16.09 校，通学距離は約 1.41km である

のに対し，北海道では 4.59 校・約 2.63km と負担が大

きい．一方，東京都は 93.84 校・約 0.58km と平均の 4
割にとどまる．すなわち，北海道と東京都を比べると，

校数は 20 分の 1未満，通学距離は約 4.5倍に達し，顕

著な格差が存在している（菊池 2020）． 
7) 協働ガバナンスとは，協議の場とリーダーを基盤にし

た協働プロセスにおいて，対話を通じた信頼の構築，

積極的なコミットメント，成果達成のサイクルが循環

する統治のあり方を指す（Emerson et al. 2012） 
8) 鳥羽市では，小中学校に計４名のスクールカウンセラ

ー（SC）が配置されている。SC は定期勤務だが，必

要に応じて学校に派遣されるスクールソーシャルワー

カー（SSW）はオンデマンド型の支援体制である．両

者の役割や違いが十分に理解されていない学校も多く，

支援の機能は校内コーディネーターの調整力に大きく

依存している． 
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